
厭天画、19．4． 10

平成31年4月10日（水）衆。文部科学委員会
牧義夫氏（国民）

a

問4今回の修学支援法案について、立法の目的如何。

（議員は、度々質問されているものの、確認の意味も

込めて改めて本質問を行いたいとのこと。 ）

､

(答）

1 ．本法案の目的は、 真に支援が必要な低所得者世帯の者に

対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人

間性を備えた倉ﾘ造的な人材を育成するために必要な質の
一

高い教育を実施する大学調こおける修学の支援を行い、そ

の経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生

み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国

における急速な少子化の進展への対処に寄与することで

す。

(参考）大学等における修学の支援に関する法律案

（目的）

第一条この法律は、 及び】 欄

することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材 成するために必要な質の高い教

する大学における修学の支援行い、 の修学に係る窪‘的 ニ 減するこ

とにより、子ども_を安心して生み､_育てることができる環境の整備を図り、もって我が国

における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする｡
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(答）

1 .例えば、国立社会保障。人口問題研究所の「出生動向基

本調査（2015年度）によれば、 ‐｢予定子ども数が理想子供

数を下回る夫婦」に対し、その理由を尋ねたところ、30歳

未満では76．5％、30～34歳では81.1％が「子育てや教育

にお金がかかりすぎるから」を挙げています。

一口

グ

ノ ﾞ

（ ｝2また、内閣府の「結婚。家族形成に関する意識調査

（平成26年度） 」では、 「どのようなことがあれば、あなたは

(もっと）子どもが欲しいと思うと思いますか」との質問

に対し（複数回答)． 、「将来の教育費に対する補助」が68.6％
－

となっています。

S. このようなデータから、子育てや教育にかかる費用

が少子化の要因の一つと考えられ、低所得者世帯に対

して、大学等における修学への経済的負担を軽減する

ことは、経済的理由から進学を断念することなく、希

望に応じて質の高い大学等へ進学できるという見通し （ ）
、 グ
ー~

が立つことに繋がることから、

に資するものと考えています｡，

少子化の進展への対処

K

I

【担当識】高等鮪繩の縮雛担鰯新雛PT主歓学改鞘鍋島豊(蝋)■■(灘)■■■(鶴)■■■■■

庫商話引
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夕

更問2教育に係る費用がネックになっているのは低所

得者世帯に限られないのではないか。 ’9.4. '0棋剛

(答）

1 ．全世帯と非課税世帯との高等教育進学率の差に鑑みれ
ば、高等教育に係る経済的負担は､低所得者世帯にとって
特にネックとなっているものと考えられ､低所得者世帯に
限って支援の対象としたところです。

〆~ヘ
／
Ｉ

、一一

1

■■■【担当課長】高鞠育繩の教識負担鞠新制度PT主任大学改鞠紬豊(蛸)■■ (鯉■■■■(鵬）

園壷団
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更問3今回の支援措置は教育政策ではないのか。

’9‘4． '0牧剛
(答）

1 ．高等教育は、国民の知の基盤であり、イノベーションを

創出し、国の競争力を高める原動力でもあります。高等教
育へのアクセスの機会均等とともに、大学改革全教育研究

の質の向上を一体的に推進する必要があります。

2このため､高等教育の質の向上に資する学校教育法等の

改正案を提案し、併せてご審議いただくとともに、今回の

支援措置の対象となる大学等についても、社会で自立し

(~~）ゾ

活躍することのできる人材を育成するために必要な質の

高い教育を実施するものとして一定の要件を設けること

としており､こうした点においては、教育政策としての

側面も有しているものと考えています。

〆一一、

（ 1
、 '，
、 ず』

腱雛】鯛鮪卿輔費雛鰯鯏剛撒軸鞘細豊(肉糊■■値遡■■■ (繍
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厨天国
平成31年4月10日（水）衆・文部科学委員会

19．4． 10 牧義夫氏（国民）

、

.'厩【 C伊

菫の認識如何。

(答）
について、全世帯では約S割1 ．

住民税非課税世帯では4割程度とであるのに対して、住民税非課税世帯では4割程度と

進宣土しており、全世帯の半分程度に留まっています。

2このような進学率の差異を踏まえると、盤駈這堂堂壷
では、家庭の経済的理由により進学を断念するケースが

三一一

｝

あると考えられるところです。

S. こういった低所得者世帯に対して、大学等における修
学への経済的負担を軽減することは、鑓堕墾塑挫
進学を断念することなく、希望に応じて質の高い大学等
天暹享で害ろという見通しが立つようにする観点からの
茗房で認可二『子どもに満足な教育を受けさせられない
お=きぼ颪弱､」との懸念を払拭することに繋力壷ゑことか

、一

－歩字化の進展への対処に資するものと考えていま
、
。

ら
す
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ゆ

(参考1）大学等における修学の支援に関する法律案 19．4. 10
（目的）

第一条この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍

することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い

教育を実施する大学等におげる修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減す

ることにより、子どもを安心して生み､育てることができる環境の整備を図り、もって

●

ことを目的とする。少子化の進展への対処に寄与する我が国における急速な

(参考2）進学率について

○全世帯の進学率：81.5％

H30年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専4年次在学者数※学校基本鯛査

3年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数 ※学校基本調査

｢~､，O住民税非課税世帯の進学者数（1学年） ：6．1万人

住民税非裸税相当のJASSO奨学金利用者(実績）

住民税非課税相当学生のうちJASSO奨学金利用者割合※学生生活調査

○住民税非課税世帯の進学率：40.4鮠

6.1万人（住民税非課税世帯の進学者数）

高校生等奨学給付金受給者等（実綴）

一一

（ ，
、一一今

豊(柵)■(直通1■■■■(儲)■■■■■【担当雛】鯛繊鰡の教識負担鯛鯛度PT主蹴鞠革官鍋島

更問あり 2
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巨藏国19．4． 10

平成S1年4月10日（水）衆・文部科学委員会
牧義夫氏（国民）

問了修学支援法案の立法の目的が少子化対策であるな
ら、この施策によって出生率はどれくらい上昇すると
見込んでいるのか。

（
ﾘｰるため、鱈捌の施策にd
することは困難である。

1

｢､
考えております。

2．いずれにせよ、低所得者世帯に対して、大学等におけ
る修学への経済的負担を軽減することは、鐘迩塑坦塾
ら進学を断念することなく､_希望に応じて質の高い大学
事二暹享で吾ると1，う見通しが立つことに繋がることか
蚕字花聡展への対処に資するものと考えていま

、
。

ら
す
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■■廣
腿当課長】鰐縮段階の瀦費負鶴溺制度PT主任大学改革官雛豊(蝋■■(直勘●
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、

更問今回の支援措置は教育政策ではないのか。

19｡4. 10 *"S
(答）

, ．高等教育は、国民の知の基盤であり、イノベーションを

創出し、国の競争力を高める原動力でもあります｡高等教

育へのアクセスの機会均等とともに、大学改革、教育研究

の質の向上を一体的に推進する必要があります。

■■

2このため、高等教育の質の向上に資する学校教育法等の

改正案を提案し､併せてご審議いただくとともに、〆~、

今回の支援措置の対象となる大学等についても、社会で

自立し、活躍することのできる人材を育成するために必要

な質の高い教育を実施するものとして一定の要性を設け

ることとしており、

－うした点においては、教育政策としての側面も有して

いるものと考えています。
－

Lｰ

夕●

【担当雛】高等縮繩の教溌負担鞠澗度PT主任蝉確官鵬豊(鴫)■■(直通)■■■(鶴)■■■■
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更問’ 低所得者世帯への支援が少子化対策に資すると
いう根拠如何。

19.4. 10蝋開7
－一一一一一一一一一一

(答）

1 ．例えば、国立社会保障。人口問題研究所の「出生動向
基本調査（2015年度） 」によれば、 「予定子ども数が理
想子ども数を下回る夫婦」に対し、その理由を尋ねたと
ころ、 30歳未満では76.5%、 30～34歳では81. 1%が ，
■■■■■■■■■■■ ▲ 生

」を挙げてい『

ます°～~

2．また、内閣府の「結婚・家族形成に関する意識調査
（平成26年度） 」では、‐[どのようなことがあれば､あ
なたは（もっと）子どもが欲しいと思うと思いますか」

との質問に対し（複数回答） 、
福鋤」が68.6％となっていまが68．6％となっています。

3． このようなデータから、

坐王1型豊里里二三皇謹舎旦Z型､
低所得者世帯に対して、大学等における修学への経済
的負担を軽減することは、経済的理由から進学を断念す

1

、--碑

ることなく､希望に応じて質の高い大学等へ進学できる
という見通しが立。ことに繋がることから、坐王処進
展への対処に資するものと考えています。

、

【担当雛】購縮鵬の敦韻負撫澗制剛主駄鋤鞘細豊(内線)■(鰯)■■■

豐
0

2
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霊 19．4． 1C

(答） 、

1 ．全世帯と非課税世帯との高等教育進学率の差に鑑みれ
ば、

限って支援の対象としたところです。

（
、

I

ｋ

Ａ
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／
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夕

■■■(総)■■■■豊(内綴)■■■(直遡腿鍛劉高等縮雛の鯆費負鶴翻制度PT主任大学聴官鵜
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雨天国
平成31年4glOB(水）衆｡文部科学委員会

牧義夫氏（国民） 『

夢孑碧6弓回@

(答）

1 ．今回の支援措置については、経済状況が困難な家庭の
子供ほど大学等への進学率が低い状況にあることなどを

真に支援が必要と考えられる踏まえ、御指摘の通り、
することとしています。

一
牙
■
二
■
■
巳

一一

－

【幽雛】高識雛階臓韻負鱸瀬棚『壷傲軸革官雛豊(蝿)■(直通)■■■ (綿)■■■■■

1
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厭禾園
平成31年4月10B(水）衆・文部科学委員会

牧義夫氏（国民）
19．4． 10

〆

問s今年10月を予定している消費税増税が先送り

された場合、今回の修学支援措置はどうなるのか。

(答）

1 ．消費税率の引上げについては、政府としては、反動減等
に対する十二分な対策を講じた上で､法律で定められたと

おり、本年10月に現行の8%から109らに引き上げる予定

であり、文部科学省としては、これを前提として、来年4
月からの高等教育の無償化の実施に向けて､着実に準備をー

』 進めてし､く方針です。

(更に問われた場合）

．政府としては、消費税率の弓|上げに向け、経済財政
運営に万全を期すということに尽きると考えています。
1

(参考1)H31.3.14衆・本会議麻生財務大臣答弁対城井崇君（国民）

（略）消費税率の引上げについては、厘動減等に対する十二分な対策を講じた上で、リー電
ン・ショック級の出来事がない限処、法律で定められたとおり、杢茎_12且』三｣且幽望l室圭
ぱる予定です。
高等教育の無償化は、この消菱税率引上げを前提として実施することとされており、政府

万全を期すということに尽きます。としては、消菱税率の引上げに向け、 経済財政運営に

｝

(参考2)H30. 10.15消蓋税率引上げとそれに伴う対応について（臨時閣議における総理発言）

消費税率については、法律で定められたとおり、平成31年m月1日に現行の_Smから

lJZに&"引き上liる予室です。

~〆

(参考3）社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の
一部を改正する等の法律(H24法律第68号）

附則

（施行期日）

第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、窪の各豊に掲げる

湿室は､当謹萱量皇室坐ゑ旦型旦遮丘する。
二第三条の規定及び附則第十五条から第十六条の二までの規定平成三十一年十月
一日

1



、19:4． 10

(法案における施行日の定め方を問われた場合）
, ．大学等における修学の支援に関する法律案は、道童遜
法の改正日､■即ち消費税率の引上げ日として法律で定め

●

颪､る2019年10月1日の翌年である廷2020年の4られ

頁T百までの間において政令で定める日から施徒するこ
ととしています。

2．いずれにしても､政府としては、反動減等に対ずる十
法律で定められたとおり、 “二分な対策を講じた上で、

年10月に現行のS%から10%I二弓|き上げる予定です。

r}
(参考1）大学等における修学の支援に関する法律案

附則・

（施行期日）

第一条この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

めの消費税法の一部を改正する等の法律（平成二十四年法律第六十八号）堕型篁二釜
J】膳

翻 行のロの膿

定める日から施纈-る。 （略）

(参考2）社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律(H24法律第68号）

附則

（施行期日）

第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、聖里量…皇

も

‐

ｊ

ｒ

一

一
｝

／
Ｉ
、

する。湿室は、

二第三条の規定及び附則第十五条から第十六条の二までの規定王座二±二毎±且

一日
一

■(鯛■■■■(淵■■■■(担当識】購舗雛の縮熊灘鯛縦PT主駄学改鞘雛豊.(WW)

更問あり 2



、

更問1 高等教育の無償化は、なぜ消費税を充てること
ができるのか。 ’9.4． ’0榊笥8

(答）

1 ．安心して子どもを産み、育てていく上で、子どもが

高校を卒業した段階で、仮に低所得であったとしても、
経済的な理由から進学を断念することなく、希望に応じ

て質の高い大学等へ進学できるという見通しが立つこと

は、非常に重要です。

一 角

'2．進学率が全世帯に比べて低く、家庭の経済的理由に

より進学を断念するケースがあると考えられる低所得者

堂壷に対して、大学等における修学への経済的負担を
軽減することは、少子化の進展への対処に資するものと
考えています。

S. このため、今回の支援措置は、消費税収をいわゆる

社会保障4経費に充てるとする現行の消費税法の下、
｢制度として確立された少子化に対処するための施策」

として、本年10月の消費税率の引き上げによる増収分を

活用して実施することとしています。
Ｑ
■
３
Ｊ
ロ

(参考）消費税法(S63法律第108号）

（趣旨等）

第一条 （略）

2消蓑税刎込については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定める

ところによるほか、毎年度、 医摂及び介護の社会保障縦

並びに少子化に対処するための施策に要する経萱に充てるものとする。

【担当際長】高翰育卿敦識蝋瀦制剛主猷学改鞘鍋島豊(蝋)■■値通)E(")■■■■

匡壺塁□。
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更問2本法案は消費税の引き上げの最終決定を待って
審議されるべきだと考えるが、大臣の見解如何。

19.4. 10 戦渦8
(答）

, 消費税率の弓,上げについては、政府としては、反動減
等に対する十二分な対策を講じた上で、法律で定められ
たとおり、本年,0月に現行の8％から'0％に引き上げる

王室です。

2．文部科学省としては、これを前提として、圭生全且
(~’
－． 凸

(参考)早期の国会審議をお願いする理由(H31.3.8国民民主党部会にて文部科学省より説明）

高校生の早期の進路選択に資するよう、機関要件を満たす大学等の公表を夏頃までに行う

必要があるため。

、

〔』

●

彦

(灘)■■■【担当雛】高繍餓獅縮韻澱瀦雛PT報大学改革官鵜豊(柵)■ (鵬■■■■■■

4



夕

平成31年4月10B(水）衆。文部科学委員会
19．4． 10

牧義夫氏（国民）

争

問6修学支援法案の説明の中で、進学率の向上の結
果、進学率が8割になった場合にはう,600億円を
要するとしているが、何を根拠にB割、 フ, 600億
円になると試算しているのか。

(答）

1 ．高等教育機関への進学率は､全世帯では約S割であるの
に対し、住民税非課税世帯では、現状、4割程度にとどま

経済状況が困難な家庭の子どもほどっていると推計され、

大学等への進学率が低い状湿にあります。
'、

2． 今|口'6

が大幅に上昇する可能性は十分にあ壷と考えており、これ
により学生数が増加した場合にも、新制度の要件を満たす
学生が支援を確実に受けるだめに必要な財源を確保する
観点から、低所得者世帯の進学率が、新入生から順次上昇

(B割）に達する等の仮定を置いたものして全体の進学率

です。
●

S. こうした仮定のもとで、
､

支援対象者は75万人程度にな
、
ｂ
〃
〃億円程度と試算してい所要額は最大7,600ゑと進宣±童型、

ます。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■■■(携帯）

ザ

］
1



づ

更問非課税世帯の進学率（約4割）や対象者数（約75万
人）はどのように推計したのか。 19,4｡ 10棋隔ら

Ｉ

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１

一 一一一一・一一・一一一

1．まず、非課税世帯の学生数の推計について、

学生は、 1学年で約4万人となっています。

同機構が実施している『学生生活調査』より、踵重畳堂

帯で同奨学金織り用し工墜なしl学生が約s割いることを

-勘案すると、現状の非課税世帯の進学者数は約6万人と推

計されまま旦一
一一

｛ 、

2－方で、非課税世帯の18歳人口は、高校生等奨学給付

金受給者数を造とに概ね15-万人程度と推計されることか
1百号 一一 ,

の准学率は、約4割と推計されます。
■ 一丁_ = 一一一今'一二 Ⅱら、非課税世帯

S.今回の支援拡充により、非課税世帯の進学率が､全体の

塗皇室1a_gll__進達すると仮定した場合、非課税世帯の進
堂這遡主迩ﾕ二_友人と推計されます。

4．これを堂笙進宿宣迩二場合の.全学隼の学生数は約_聖一一

互ム生遮宣tされます。

5．回遡三畠_韮謹遡帯に茎堂る世制2学生数を推計する

（
、ー

と、全学年で約災瓦八となることから、支援対象者数は

合計で最大約75万人と推計されます。

【担当課長】高等教育局学生,留戦課長塩崎正晴(内線)■■値通)■■■■(携帯)’ ‐

1

2



●

（答）

1 ．今回の支援措置については､_経済状況が困難な家庭の子

蒙外の中間所得層世帯の昌等教震

科学省の認識如何。

■

供ほど大学等への進学率が低い状況にあることなどを踏
まえ､真E室鍾重泌臺迄童皇旦延曇盤駈邉餓'三腿ユヱ塞
施するものです。

2一方、支援措置の対象範囲にかかわらず、これまでも、
希望者全員に対する貸与の実現など無利子奨学金の充実

r､｝ を進めてき迄ところです｡型皇経済的理由から奨学金の
返還が困難となった方には、返還の期限を猶予したり、将
来の収入に応じて返還できる制度を導入したりするなど、
きめ細やかな救済措置を講じ､高等教育への進学の支援の
室誕凰三ｴ童上ところです。

S.虫園駈畳遭について、こうした貸与型奨学金の拡充に加
え看て 低所得者同様に給付型によるさらなる支援を行う
ことについては、
一

・貸与型奨学金の拡充により進学機会が開かれていること
｡高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者との（ ﾉ

全王塑三豊童する必要があること
を十分に踏まえ、議論する必要があります。

今回の支援措置、大学教育の質の4． こうした点を踏まえ、

向上と併せて、中間所得層の大学への進学機会について
悪~實与状況等を丁寧に分析するなど､引き続き注視して
まいります。

罵引
【担当雛】高熱育雛の教識負担鯛鯏剛主傲軸鞘紬豊(蝿■■(鰯)■■■(齢

、

3



句

の,､面塁

0

L榊気' ｛
(答）

1 ．今回の支援措置は、 「真に必要な者」に対して行うもの
であり、 ロ|井IIま‐ 鴇［

の上で決定しており、現状の見直し規定に加えて､支援対
象の貞置℃を法制定時に明示することには賛成できませ

１
；
一
一

〃
Ｊ
Ｆ
０
０
ｑ
Ｑん。

■■■■■■■

2今回の支援措置の対象をさらに拡大することについて
は、必要な財源の確保に加え、

。低所得世帯以外は、貸与型奨学金の拡充により進学機会
が開かれていること

・高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者との
公平性に留意する必要があること

を十分に踏まえる必要があり、財政や進学率等、その時々
の状況を総合的に判断しながら、適切に対応していくこと

重i必臺となると考えています。 0

(参考）国民民主党提出大学等における修学の支援に関する法律案に対する修正案要綱（抜粋）
二検討条項の追加

政府は､大学等における修学の支援の対象とする学生等の範囲の段階的な拡大等について

検討を加え、必要があると罷めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行う旨の規定を

追加すること。

【担当雛】鱗縮段階0縮獺担鰯鯏度PT主任蝉聴官雛豊(蝿)■■(直通)■■■■(鶴)■

4



●

19．4． 10

平成S1年4月10B(水）衆．文部科学委員会園玉園
杉本和巳氏（維新）

4

問1 最終的なゴールとして、高等教育の完全無償化を
目指すのか、大臣の見解如何。

‐〃

(答）

1 ．高等教育の無償化については、経済状況が困難な家庭の
子どもほど大学等への進学率が低い状況にあることなど

を踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得世帯に限っ
て実施いたします。

2文部科学省においては、これまでも、希望者全員に対す

る貸与の実現など無利子奨学金の充実を進めてきたとこ

〆 ~

ろです。また、経済的理由から奨学金の返還が困難となっ

た方には、返還の期限を猶予したり、将来の収入に応じて

返還できる制度を導入したりするなど、きめ細やかな救済

高等教育への進学の支援の充実を図ってきま撞重を講じ、
した。

3．文部科学省としては、これらの施策をはじめとする塾宣
することにより、遂庭里遥童

事情に関わらず安心して学べる環境の整備に努めてまい
りたいと考えます。

(更に負担軽減を進めるべきではないかと問われた場合）
1 ．給付型の対象を拡大することについては、

・ 低所得世帯以外は貸与型奨学金の拡充により進学機会

（
－－

が開かれていること

・ 高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者と
の公平性に留意する必要があること

を十分に踏まえ､慎重に議論する必要があります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)I■■■■(携帯

1

軽；
■
■
■
二
Ｆ
■
，



~

平成S1年4月10B(水）衆。文部科学委員会園五国
19．4， 10

笠浩史氏（未来）

問1 今回の高等教育支援措置は、あくまで第一歩とし
ての位置付けであり、今隣更なる負担軽減に取り組
んでいくのか、大臣の所見如何。

(答）

1 ．高等教育の無償化については、経済状況が困難な家庭の
子どもほど大学等への進学率が低い状況にあることなど

を踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得世帯に限っ
て実施いたします。

2．文部科学省においては、これまでも、希望者全員に対す
る貸与の実現など無利子奨学金の充実を進めてきたとこ

r，

ろです。また、経済的理由から奨学金の返還が困難となっ

た方には、返還の期限を猶予したり、将来の収入に応じて

返還できる制度を導入したりするなど、きめ細やかな救済

撞重を講じ、高等教育への進学の支援の充実を図ってきま
した。

S.文部科学省としては、これらの施策をはじめとする塾宣
することにより、家庭の経済

事1間二関わらず安心して学べる環境の整備に努めてまい (ーノ
りたいと考えます。

(更に負担軽減を進めるべきではないかと問われた場合）
1．給付型の対象を拡大することについては、

・ 低所得世帯以外は貸与型奨学金の拡充により進堂壁童
空邇空迦ｪ且ゑこと

・ 高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者と
の公平性に留意する必要があること

を十分に踏まえ､慎重に議論する必要があります。

【鶴鯛麟教弱学生｡群螺長塩崎鯛(棚■■剛■■■■ (携帯)■■■■■
，

1

澤I
■
、
０
ヨ
ー

甲
ｊ
ｊ
『

映
旬
画
、 脳
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●9

平成S1年4月10B(水）衆．文部科学委員会園玉国
19．4． 10

笠浩史氏（未来）

畠

ク

灘
回
笥 罵計&

グー‐四〃妙、

議員は、
、寺躍り

車間F

(答)

1 ． ご指摘の調査結果が公表されたことについては、承知

しています。
〈

「 日本学生支援機構が実施した「平成28年度学2他方、

生生活調査」においても、家庭からの仕送りが、前回調

査より月額約千円の減少となり、アルバイト従事者の割

合が9.2ポイント増加しているとの報告があるものの、

｢家庭からの給付のみででは修学が不自由」と回答して

いるアルバイト従事者の割合は1ポイントの増加に留ま

っているとの報告もあります。

S. このように、学生生活の状況については、仕送り額が

減少していることをもって、一概に生活が苦しい学生が
t

増加しているとは言えないと考えられることから、亘遣
、－－

続き、各種調査における要因分析等についても注視して

まいりたいと考えています。

4． いずれにしても、文部科学省としては、高等教育の無

償化など教育費の負担軽減策を着実に実施することによ

り、家庭の経済事情に関わらず安心して学べる環境の整

備に努めてまいりたいと考えます。

1



19．4‘ 16

(参考） 「私立大学新入生の家計負担調査2018年度」 （東京私立大学教職員連合)の概要
※1都5県の14私立大学の家庭を対象としたアンケート調査(有効回答4,181件）

f円

▲

子

(6月以降・月平均） の推移首都圏の私立大学入学生への家庭からの仕送り額

(参考） 「学生生活調査」 （ （独）日本学生支援機構） ．
※全国の国公私立大学の学生を対象とした調査（有効回答数約4.4万人）
【学生（大学，昼間部）の収入状況】

一

|毒篤､ら
定職･その
他

合計奨学金 アルバイト

》
卿
》

蝿
…
：
：
円
円

職
万
帥

鏑
綱
坐
恥騨

ｉ
鬮
》
》
唖
榊

Ｉ
い
■
■
Ｂ
■
９
０
１
写
ｌ
０
９
０
Ｉ
０
Ｔ
・
■
■
叩
画
■
嗣
■
■
園
■
■
■
嗣
副
■
■
Ｆ

蝋
円
円

職
》
》
海
》灘

謝
隠》
唖
棚

藺鱸
獺
９

聯
聯
一
ｊ

一

》

卿

一
価

１

１

１

↓

一

脾

‐

！

。

１ ○
＝

【アルバイト従事状況】

アルバイ1､従事者 “

2014年度
， 73．2％

2018年度 ｜増減
83．6％ ｜ ＋10.4ポイント、

＋9.2ポイント家庭からの給付のみで修学
可能

38.3％ 47．5％

＋1ポイント家庭からの給付のみでは修
学不自由・困難・給付なし

36,0％35.0％

テフ房ミイト非従事者 16.4％ ’ -10.4ポイン1、26,8％

【担当課長】高等教育局学生｡留学生課長塩崎正晴(内線>■(直通)■■■(携帯)l i l

○
|更問記~画1更間あり

2

H29

‐

H30

仕送り額

8万6，100円

8万3,100円

1日当たりの生活費

817円

677円



○

9
夢

｡

更問仕送り額減少などの状況を踏まえれば、中所得層へ

の支援の拡充も必要ではないか。 19.4. 10 ‘童_飼，一

(答）

1 ．仕送り額の減少による学生生活への影響については

様々な要因が考えられ、一概に生活が苦しい学生が増加し
ているとは雷えないと考えますが、l｡、巨ダと些包垂VR

文部科学省においては、これまでも、希望者全員に対

する貸与の実現など無利子奨学金の充実のほか、返還にか
かるきめ細やかな救済措置を講じ、高等教育への進学の支

援の充実を図ってきたところです。

2中間所得層について、これまでの貸与型奨学金の拡充

〆－℃

1

に加えて4低所得者同様に、給付型によるさらなる支援を

行うg少について は、

貸与型奨学金の拡充により進学機会が開かれていること

進学せずに働く者との。高校卒業後の進路が多様であり、

公平性に留意する必要があること

を十分に踏まえ､_l真重に議論する必要があります。

S. こうした点を踏まえ、高等教育の無償化、大学教育の

質の向上と合わせて、中間所得層の大学への進学機会につ

いても、貸与状況等を丁寧に分析するなど､引き続き注視
）

ゞ_〆.

してまいります。 ‘

【担当課長】高等教育局学生,留学生課長塩崎正晴(内線)■■■(直通)-(携帯)■■■■■

4

3



平成31年4月10B(水）衆．文部科学委員会園五目
菊田真紀子氏（立憲）

問4今後の高等教育の漸進的無償化の方策について、
大臣の見解如何。

す

(答）

1 ．高等教育の無償化については、経済状況が困難な家庭の

子どもほど大学等への進学率が低い状況にあることなど

を踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得世帯に限っ

て実施いたします。

2．文部科学省においては、これまでも、希望者全員に対す

る貸与の実現など無利子奨学金の充実を進めてきたとこ

ろです。また、経済的理由から奨学金の返還が困難となっ

た方には、返還の期限を猶予したり、将来の収入に応じて

返還できる制度を導入したりするなど、きめ細やかな救済

高等教育への進学の支援の充実を図ってきま措置を講じ、
■■■■■■■■■■■■■■

した。

3．文部科学省としては、これらの施策をはじめとする塾宣
費の負担軽減策を着実に実施することにより、家庭の経済

事情に関わらず安心して学べる環境の整備に努めてまい

りたいと考えます。

(更に負担軽減を進めるべきではないかと問われた場合）

1 ．給付型の対象を拡大することについては、

・ 低所得世帯以外は貸与型奨学金の拡充により進学機会

が開かれていること

・ 高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者と

の公平性に留意する必要があること

を十分に踏まえ、慎重に議論する必要があります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■■



〃

19．4． 10
睡西画

平成31年4月10日（水）衆・文部科学委員会
吉川元氏（社民）

凸

問9給付型奨学金の申請において家計支持者の資産ま
で求めるのはやりすぎではないか。なぜ必要なのか。

(答）

1 ．今回の新たな給付型奨学金については、 真に支援が必

要な世帯に限って支援を行うこととしていることから、

仮に所得は低くとも、一定の資産を有している世帯の学

生は対象とはしないこととしています。 〆~へ
" も

｝｛

棒 奮鰯雲 おいても伺

(参考）

現行の給付型奨学金制度における資産要件（2019年度の進学者から適用）
○資産基準額（家計支持者と本人の合算額） ：

ひとり親世帯1250万円、夫婦世帯2000万円
○対象資産：

預貯金、有価証券、貴金属（金。銀など） 、投資信託、ダンス預金、負債

○確認方法：自己申告十通帳確認 ～
』
／
ー

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎HW(内線)■■(直通） ■(携帯)

9

／



19．4． 10 1対政府参考人｜
平成S1年4月10B (水）衆。文部科学委員会

吉川元氏（社民）

凸

問10この基準で奨学金を不可としたケースは過去何件ある

のか。

(答）

資産要件については、2019年度進学者の募集から適用したも

であると資産要件により採用されなかった人数は12名のですが、

日本学生支援機構より聞いています。

0
(参考1）

現行の給付型奨学金制度における資産要件(2019年度の進学者から適用）
○資産基準額（家計支持者と本人の合算額） ：

ひとり親世帯1250万円、夫婦世帯2000万円
○対象賀産：

預貯金、有価証券、貴金属（金。銀など） 、投資信託、ダンス預金、負債
○確認方法：自己申告十通帳確認

(参考2）

現行の給付型奨学金の申請において資産要件により対象外となった件数
12件/21205件（採用候補者の0.06％）ｰ

資産超過者12名の超過事由
預貯金 ： 11名

投資信託： 1名 ○

| (携帯）【担当課長】高等教育局学生｡留学生課長塩崎正晴(内線)■(直通）

リ



厨薮府蓼窺1
平成31年4月10B(水）衆。文部科学委員会

吉川元氏（社民）

今

問14平均成績が下位4分の1に含まれる場合に修学支援の打ち
切りの対象とする目的、趣旨如何b 19,4. 10

（答）

1．今回の支援措置は､家庭の経済事情に関わらず、子供たちの誰も

が 信
一

一一一

ゑことを目的としています。

2．その支援対象者につきましては､高校在学時の成績だけで否定的

な判断をせず、本人の学習意欲や進学目的を確認して対象とする

一方､大学等への進学後は､学修に二室里臺住童謡上､これに満た
ない場合には、支援を打ち切る方針としております。

（
’
１
１

学生の社会での自立且3． このような要件は、 活躍を図るという制度

の目的と､支援が公費で賄われるものであることを踏まえ､設定す

ることとしているものです。

4．なお、特に修得単位数や学業成績が一定以下の場合には「豊宣」

を行いもこれを連続して受けた場合には支援を打ち切ることとし
ています。

この『警告」の要件のうちの一つとして、御指摘の｢壁_些笠

塑塵鎮上豊室幽金…食｣というものがありますが､この
要件については、制度の検討の過程において、例えば、国家資格の

取得を目的とする専門学校などでは、成績が下位4分の1であっ

ても資格を取得できるとの意見があったことを踏まえ、豊迩≦

『
～ －

童垈延畳塞旦臺置室塑量邊食里蝿造重について検討すること
としています。

匪重劃

／

鴎



厨薮府蕊刀．
平成31年4月10B(水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

ソ

問15修学支援が打ち切りになった場合､授業料減免や給付型奨
学金の返還を求めることになるのか。 19.4.10

(答）

1．今回の支援措置では､大学等への進学後は､その裳隆里迭塑I=D

いて-症の要性を課し、これに満たない場合には篁皇』三室援迄虹
ち切ることとしています。

2．また、直ちに支援を打ち切る要件の他に、

が一定以下の場合には『費宣｣を行い、こオ
には支援を打ち切亙こととしています。

これを違鍾上二重｣主上壜食
(~､）

S.これらにより支援が打ち切られた場合であっても、そのことをも

って直皇』三三』唾重重鐘L』三重鎮里返運簔趣竺曇逮互蛙遵一生、
例えば､打ち切られた者が､支援を受けていたにも関わらず､暹塞
への出席の実態がなかった場宣など、

2-返違堂丞ぬゑ三上E2重担塵里鑿塵塑迦遡宣には､その年度
の始期に遡って返還等を求める方向で検討しております。

4.なお､学業成績の他に､停学の処分を受けた場合などについても、

支援を打ち切ることとしていますが、この場合､懲戒のためになさ
○

れた退学､無期停学又はSケ月以上の停学の処分を受けた場合に
は、返還を求めることを検討しております。

ｰ

Q

〃



19，4，10

(参考，）支援の打切りの要件（ 「幼児教育．商等教育無俊化の制度の具体化に向けた方針』 （平成30年12月28日関

係閣僚合意） ）

、次のいずれかの場合には､直ちに支援を打ち切る。なお､その態様が著しく不良であり、懲戒による退学処

分など相応の理由がある塙合には支援した額を徴収することができる。

i退学･停掌の処分を受けた場合．

巳

ことが確定したと大学等が判断した場合潅業年限で卒業できないii

《
頁

●D･

IⅡ

Ⅳ出席率が5割以電など学習意欲迩萎し<低'4と大学等が判断した場合

(参考2） 『警告」の要件（「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針』 （平成30年12月28日関係閣

僚合意） ）

・次のいずれかの燭合には、大学等が「警告」を行い、それを連続で受けた場合には支援を打ち切る。

i修得単位数が標準の｡割以五の喝合

ii G!PA(平均唾綴)等が下位4分QLの場合

（鶴酌すべきやむを得ない事悩がある場合の特例措置を検討）

iii出席率がB割以五など堂賀童慾型里旦と大学等が判断した場合

〆一ｰ

ノ

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通■■■■■(携帯)■■■
一

‐

Z、



〃

医逼画19.4, 10 6

記（国民）

I

’ ノ

(答）

, ．今回の支援措置である1．今回り
につ

いては、
ことと

しています。
(〆~、

．両制度の

①「経済的

体的には

2
届をもC亟めて修辱

電壬邑+廿裳刃

運営･ ’二仁

新 明h崔7

逗里されることになります。
《 ノ

ザ

1

問11 今回の支援措置の授業料減免と奨学金はセットで
行われ、同じ基準が適用されるとの理解で良いか。



、

19．4． 10
両天国

平成S1年4月10B(水）衆。文部科学委員会

菊田真紀子氏（立憲）

6

設による影響｛

その状況如何。

』】劃

(答）

1 ．今回の新制度においては、真に支援が必要な住民税非課

税世帯及びこれに準ずる世帯の学生を対象としており、単
なる年収ではなく、住民税制度に準拠した所得基準として

いる一方、現行の各国立大学等における授業料減免は、そ r~､､､

れぞれが定める認定基準に基づいて多様な形で行われて

いるため、収入基準や控除の考え方、世帯の定義等が国立
一

大学ごとに異なることから、それぞれの制度の対象者を精

徹に比較することは困難です。

2その中で申し上げれば、日本学生支援機構の奨学金利用

者等から推計したところ、新制度においては､現在の進学

者ベースで約4万人、このうち、非課税世帯約2万人、非

課税世帯に準ずる世帯約2万人が対象になるものと考えて

おります。
（注）進学率上昇を見込んだ場合で約8万人（非課税世帯約4万人、非課税世帯に準
ずる世帯約4万人）

Ｌ
１
Ｉ

一
一
、

▲
ｒ
０
１
ｎ

3．一方､国立大学における現行の授業料免除者の平成30年

度の実績は約4．2万人となっており、このうち、私どもが

国立大学に問い合わせて集計したところ、住民税非課税世
住民税非課税を超える所得水準

の世帯の学生数は約2．7万人となっております。 （現行制

度の対象者と新制度の対象者を一律に比較することは困

難です。 ）
【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩噴正晴(内線)■ (直通)■■■■■■■（

ノ



』

一口 ■凸己ロローー一声一合今■■

更問1 新制度の対象者となり得る非課税世帯に準ずる世
帯2万人と、現行制度の対象となっている住民税非課税

を超える所得水準の世帯の学生数2．7万人の差分の0．7

万人が対象外となるのかd l9.4. 10拳帥'颪と

』

－

(答）

1．私どもが調査の上で申し上げられるのは、

。 現行制度の対象となっている住民税非課税を超える所
－

得水準の世帯の学生数は約2．7万人
ノ

。 現在の進学者ベースで新制度の対象者となり得る韮謡

税世蓋に準ずる世帯は約2万人
ということです。

2これらを単純に差し引きすれば約0.7万人となります二が、

。 新制度の対象者となり得る非課税世帯に準ずる世帯

約2万人の中には、例えば、学力基準を満たさなかった
り、授業料減免制度を知らずに申請しなかった学生な

ど、現行制度では対象になっていない学生もいると考え

られること

。 そもそも現行の授業料減免は、各国立大学等がそれぞ

れ定める認定基準に基づいて、多様な形で行われ工進

り、収入基準や控除の考え方や世帯の定義等が国立大学ー

等ごとに異なること
I

）

から、現時点で正確な推計は困難でありますが、一部の学
生が国の支援措置の対象とならない場合もあり得ると考

えています。

【担当課長】高等教育局学生｡留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通） | (園 」
｜更間あり’

上



、

更問2非課税世帯の授業料免除者数について、新制度で
推計している2万人と、現行の免除者1 ． s万人が異な

るのはなぜか。 ’94，0姦碍畔

、

(答）

1、現行の国立大学の授業料免除においても、低所得世帯で

業料免除を利用していない学生が一定数いるものと想授

定されます。
■■■■■■

(参考）
新制度で推計している非課税世帯2万人は、日本学生支援機構の調査において、低所得世帯
で同機構の奨学金を利用していない者が約3割存在することを勘案して推計している。

2． このような学生として想定されるものとしては、まず、

現行の国立大学が実施する授業料減免は家計基準に加え
て学力基準も存在しており、住民税非課税世帯の学生など

家計基準においては基準を満たす学生であっても､学力基

r,

満たさないため免除を受けていない学生が存在する準を

こたが考えられます。
●

1

S.また、いくつかの国立大学に聞き取りを行った結果によ

れば、

･学生が

申請の手続きが間に合わなかった （ ，’
、一・一一4.･期限までに

｡民間の奨学金等の支給を受けたため申請しなかった
といった学生が存在すると考えられるところです。

●

4.いずれにせよ、新制度の導入にあたっては、制度の趣旨

や手続きなどの広報や周知を丁寧に行うとともに、高校や

大学に対しても、生徒や学生への周知徹底をお願し》するこ
とで、支援の対象となる全員が新制度による支援を受けら

れるよう、努めてまいりたいと考えています。

【鵬課長】高等教育局学生.留学生課長餓珊(肉親)■■■値通)■■■■■■(携帯)■■■

一

ｓ



嗣画．
平成31年4月10日（水）衆。文部科学委員会

、19．4． 10 菊田真紀子氏（立憲）

夕

問6現行の各国立大学の減免を受けているが､新制度の

創設によって対象外となる在学生への支援についてはど

うなるのか。

(答）

1 ．現行の各国立大学等における授業料減免は、それぞれが

各国立大学における授業料減免へ皇室i皇一新制度の下では、
の公的支援は、国公私を通じ、全国で統一的な基準により、

真に支援が必要な住民税非課税世帯及びこれに準ずる世
（

帯の学生に対し､重点的に行われることになると考えてお

ります。

2今後、新制度の下で、各国立大学が授業料減免の基準を

検討していくことになりますが全現在、授業料減免を受け

ている学生で、新制度においては対象とならない学生等も

生じ得るところであり、当該学生の学びの継続を支援する

観点から、現に支援を受けている学生については、減免の

事由や家計基準の実態や、国立大学における減免基準の考、_ノ

え方等を見極めつつ何らかの配慮が必要かどうか検討

蕊塑1三里と考えております。

（参考）

現行の授業料免除制度においては、その認定は、毎年度、毎期ごとに行われているもの

であり、複数年度にわたる在学期間を通じた措置が保障されているわけではない。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通 （携帯)■■■■■



睡さ型、

平成31年4月10B(水）衆・文部科学委員会吟

’
－ーマ －－ー一

(答）

1．新制度が始まる2020年度以降、国の支援は、新制度によ
り、国公私を通じ、全国で統一的な基準となるため、現行
の仕組みにおいて対象となっている家計基準であっても、
一部の学生が国の支援措置の対象とならない場合もあり

C
畳ゑと考えていますが、各国立大学において、新制度を踏
茉頁てどのように対応するかをそれぞれ検討することが
必要となります。
一

2新制度は、真に支援が必要な学生に対し、確実に授業料
等が減免されるよう大学等を通じた支援を行うとともに、

． ｰ学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金
を支給するものであり、全体としては、規模や金額が大幅
に拡大することで支援が広がっていくものと考えており

〆

ます。

s、いずれにせよ、文部科学省としては、

(_ノ

各国立大学の状況

してまいりたいと考えております。

【担豐課長】高舗鯛戦｡群蛾畏塩崎正晴(内線)■値遡■■■■
一

＄ (捜帯)■■■■■■

麺
P

／

問う現行の各国立大学の減免制度では対象となるが、新
制度では対象外となる新入生への支援についてはどうな
るのか。 ●

①



ー一－ー

更問各国立大学の状況を把握し、

が、いつまでに行うのか。

さらに精査するという

’

(答）

1 ．新制度が始まる2020年度予算の概算要求を行う、本年

夏頃までに、新制度を踏まえた各大学の対応見込み等も踏

まえ、各大学に調査するなどして、より詳細な状況を把握

していきたいと考えております。

【担当課長】高等教育局学生｡留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)｜ 1 (携帯)’ ’



厨天国
平成31年4月10日（水）衆・文部科学委員会

菊田真紀子氏（立憲）

問8 3月27日の鰐淵委員の質問に対し、 「各大学も、

この新制度の基に授業料減免措置を検討していくことと

なる」と答弁しているが、新制度に合わせて各大学の減

免基準は下がることになるのか。

(答）

1 ．今回の新制度は、真に支援が必要な住民税非課税世帯及

びこれに準ずる世帯の学生に対して、国公私立共通の基準

により大幅に規模と額を拡充し、重点的に支援を行うもの

です。

2．今後、各大学における授業料減免への公的支援は、こう

した新制度のもとで行われることになりますが、各大学

が、これに加えてどのような対応を行うかについては、各

大学それぞれが検討･判断し、新しい基準を策定していく

ことになると考えております。

腱課長】繍韻掌生鮮甥長塩…(内線)■値遡■■■(淵■■■



19．4． 10 園五国
平成31年4月10B(水）衆・文部科学委員会

牧義夫氏（国民）

0

蕊
実施している授業料減免に

ある。国民民主党の修学宝

四Ｌｄひ
得の』

の刀､値

今IpI【ま恩恵を雲

亟＜なるa

義屋

工とC

,(害塞行の各大学等における授業料減免は､重蛭“鼬r一

る霊歪基準に基づいて､多様な形で行われておりました
込一新制度の下では、各大学における授業料減免への公的
室還は、国公私を通じ､全国で統一的な基準により、皇E
麦霊が必要な住民税非課説世帯及びこれに準ずる世帯の
享至E冠L､重点的に行わ“ことになると考えておりま
す。

2今後、新制度の下で、各大学が授業料減免の基準を検討
していくことになりますが=現在､授業料減免を受けてい（

る学生で、新制度においては対象とならない学生等も生じ
得るところであり、当該学生の学びの継続を支援する観点
から_測二支援を受けている学生については､減免の事由

ー

－－ー

石蒙盲f基準の実態や､大学における減免基準の考え方等を
－－燕あっっ､何らかの配慮が必要かどうか､樹討を試みた

いと考えております。
一

（参考）
現行の授業料免除制度においては､その認定は､毎年度､毎期ごとに行われているものであ
り、複数年度にわたる在学期間を通じた措置が保障されているわけではない。

胆当綱鰐縮撒職課墨鯛"臓‘卿■■'鋤!■■■
／

／



9

凸

更問現行の各大学の減免制度では対象となるが、新制度
では対象外となる新入生への支援についてはどうなるの

か。 ’9.4. 10 寸久P卵
(答）

1,．新制度が始まる2020年度以降は、各大学において、新制
度を踏まえてどのように対応するかをそれぞれ検討する
ことが必要となりますが、新制度により、国公私を通じ、

全国で統一的な基準となるため、現行の仕組みにおいて対
象となっている家計基準であっても、一部の学生が国の支
援措置の対象とならない場合もあり得ると考えています。

r，
～

2．新制度は、真に支援が必要な学生に対し、確実に授業料
等が減免されるよう大学等を通じた支援を行うとともに、
学生生活の費用をカバー=するために十分な給付型奨学金
を支給するものであり、全体としては､規模や金額が大幅
に拡大することで支援が広がっていくものと考えており

ます･

各大学の状況を把S.いずれにせよ、文部科学省としては、 (へ）
一一'

してまいりたいと考えております。"L_適塑E趣

ユ



、

194． 10

魎歴壹刃
平成31年4月10B(水）衆。文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

（答）

1．今回の支援措置は、経済状況が困難な家庭の子どもほど大学等

への進学率が低い状況にあることなどを踏まえ、皇1三重援垂泌臺

LIJal-@JIノ。｡

「今回の垂する門 議I 己で脂

入学金等の値上1．

皆置の撒旨に反すぞ

底じて指導・公表を行うなどの措置を講（

『今回の支援措置の趣旨に反すると認幽

よどのような値上げなのか‐

●

です。に脈

2このような趣旨蚕踏まえ、例えば、 当〃】1厘

b

今回 援措， 旨に 弔

ると考えております。
ー

1
，

、一一

誼 ．|弁｜ 混3． ”】雁

いなどの学費の値上げが行 れることのないよう、 迦室援造
と考えております。昔澗自 l吉l知に

1



鱈譲誉
、

匝亜壼麺19．4， 10

平成31年4月10日（水）衆・文部科学委員会
畑野君枝氏（共産）

ー

問6消費税増税を理由にした学費値上げは、 「今回の支援措
置の趣旨に反すると認められる値上げ」に当たるのか。

(答）

1 ．大学等の授業料・入学金等の

鬘簔頓

があります。

C １Ｊ

2． このため、

塞隆里菫幽攪童屋陛些_当該僅冨些血塗塾遮謹国｣三豊圭皇鑓
今同 日L‐ 旨に 旬と認。

は当たらなLﾕと考えております。

ｊ
－
Ｌ

‐

【担当課長】高等教育局学生｡留学生蝶長塩崎正晴(内線)■■（直通)■■■■■■(携帯)■■■■■■■

f
●



〃

19．4． 10

平成S1年4月10日 （水）衆。文部科学委員会園五国
畑野君枝氏（共産）

凸

問う消費税増税を理由にした学費の値上げに関する大
臣の見解如何。

(答） ．

1 ．大学の学費は、教職員や施設設備といった学校運営等に

要する経費に充てられるものと承知しており、基本的に

は、各大学がそれぞれの教育。研究環境を勘案しながら、

適切に定めるべきものと認識しています。

／~~

2消費増税を理由とした学費の値上げについては、合理的

な範囲を超えたものとならないよう、各大学において説

明責任を果たしていただくことが重要と考えています。

【参考】平成26年（2014年）の消費増税時（5%→8%） 、私立大学には各種会議で以下を要請。
○合理的な範囲を超えた納付金の値上げを行わないこと

○マスコミの問い合わせ等への丁寧な説明

○値上げを行う場合の低所得者への配慮（経済的支援）

、

ー

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■■■

ノ

の

函迩
1



、

19．4． 10 國亟壼麺
平成31年4月10B(水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

癬
（答）

ぶんぺつ

1．保証人が全額を返還してしまった後に、 「分別の利益」を申し

胃llr

qIl化

出された場合、 月11 詞｜ によゐ冒目晋
Q

だいた部分については、 、－弁済としては法的に有効であり‐ －れに
シから、その仮余よって日本学生支援機構の請求権が消滅する． －

’■■■

〆~~

に応じることは困難であると考えます｡

2．なお､旦杢裳笙室援磯撞卓_Lエ』主畠_堤証ム2塁塗上里撞型一堂

別の利益)と責任(※)に関する理解を十分に得たうえで返還をし
ていただくことが望ましいと考えており

○貸与申し込み段階における

。 「奨学金案内」の冊子・パンフレットへの記載

。 「返還誓約書」提出時の説明

○貸与終了段階における
． 「返還の手引き」 （冊子）への記載

。 「返還説明会」における説明

○その他、機構webサイトへの掲載

など、捷皇進撞全童丞乢ｴﾆｰ…匹込量_と園上ユ

エ上墓三二9－

、

』

ー

3．いずれにしましても、日本学生支援機構が法人として、関係者

への説明も含め、適切に処理すべきことであると考えます。

／
〃



『

△

(参考）

･分別の利益：同一の主たる憤務を複数名の保証人によって保証する場合、各々の保証人が負
う債務は主たる債務を保証人の頭数で割ったものにとどまる。

,日本学生支援機構の奨学金の人的保証制度において、奨学金を借りる学生は連帯保証人と保
証人の2人を立てることとされている。
｡そのため、当該保証人は返還未済額の2分の1
は責任を負わない分別の利益を主張できる。

の額までの債務を負い、残りの債務について

| (鶴)|｢ ご ’塩崎正晴(内線)■■（直通)I【担当課長】高等教育局学生,留学生課長塩崎正晴

r，
一一

｢重闇ありI更間あり

○

、

皇一

j
、



3･4･ 10艮園
●

(答〉

1 ． 日本学生支援機構によれば、保証人に対し奨学金の返還未済額
の総額を請求していますが、

胃lIr

幽坐_圭皇墜過証▲重i撞撞E遅達L迄遡里L』ｴ全一璽違宣杢
重帯偵

ため、返還未済額の総額を請

求することについては問題ないとの考えであると聞いています。

(参考）

・分別の利益：同一の主たる債務を複数名の保証人によって保証する場合、各々の保証人が負

う侭務は主たる債務を保証人の頭数で割ったものにとどまる。

、日本学生支援機構の奨学金の人的保証制度において、奨学金を借りる学生は連帯保証人と保

証人の2人を立てることとされている。

．そのため、当該保証人は返還未済額の2分の1の額までの債務を負い、残りの債務について

は責任を負わない分別の利益を主張できる。

〆～

（

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎亟晴(内線)■(直通)■■■■(携帯)■■■
、－

匿莚画

0

量

、 U

更問1 返還未済額全額を返還する義務を負わない保証人に対
して、全額を請求することはおかしいのではないか。



ゆ

$

1 ． 日本学生支援機構から、 『分別の利益』についての誤った解釈
のもと、一部の保証人に対して過大な請求をしていたことが判明
したので､その方々に連絡をとってお詫びするとともに､ j塁本匡
訂』Ⅱ

旨の報萱を受けています。
n
～－ダ

2． こうした誤った認識に基づいて過大な請求を行うということは
あってはならないことであり、二度とこのようなことが起こらな
いよう

二堕二篁室室』△と思います。

S. 日本学生支援機構においては、過大な請求を行った保証人の方
々に対して、誠意をもって対応していただきたいと思います。

(参考）

分別の利益を主張した保証人に対する請求額の考え方について、日本学生支援機構
はこれまで、保証人が本人返還分を除く残額の二分の一以上を返還しているか否かを

問わず、請求した時点における残額の二分の一が保証人の支払い義務額として請求し
ていたところである。

これに対して、新たな解釈においては、請求した時点において、既に保証人が残額

の一部を返還している状況において､分別の利益の主張がなされた場合､保証人の返
還額が本人の返還額を除く残額の二分の一の額との比較において、保証人の返還額が
その額に達していない時に限ってその差額を上限に請求することとする。 （保証人の
返還額がその額を超過している場合には請求を行わない。 ）

－－

U

父

● ●

更問2奨学金の返還に関し、 『分別の利益」を申し出た保証
人に対して、 日本学生支援機構が過大な請求をしていたとの

報道について、見解如何。 ､4． 10 閏'1

守
電
商
由
■
画



凸

…
平成S1年4月10日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問12保証人制度が廃止されるとの報道があったが事実なの
か。事実なのであれば、機関保証に一本化していく方向なの
か。 19．4． 10

(答） ・

1 ．昨年行われた財政制度等審議会での指摘等を踏まえ、文部科学
省としては、

と考えています。鼬延｣垣EZL里撞註豆二竺必臺空i亜亙〆ﾍｰ
Ｉ

2検討にあたっては、

「機保証の現靴

のような保証制度、

学省内に有識者会議を設置し、検討を開始したところです。

S.文部科学省としては、有識者会議における検討結果を踏まえた
上で、具体的な制度の設計に着手してまいりたいと考えていま
す。

(参考1）保証制度それぞれの主な課題
［人的保証］

． 「連帯保証人十保証人」の選任を要する設定は稀（民間においては見られない）
． 「本人→連帯保証人→保証人』への返還請求を行う業務蚤が年々増加
、近年の社会環境の大きな変化を背景として、 （晩婚化のため）連帯保証人の高齢化、
（親に兄弟姉妹（おじ・おば）がいないため）保証人を選任しづらい状況が生じる恐れ
［機関保証］

・保証料への抵抗感

・平成29年度においては、代位弁済(支出）総額が保証料収入総額を上回る
・自己破産・モラルハザード防止

一

(参考2）保証制度の在り方に関する有識者会議
･2019年3月18日に第1回を開催
4月2日に第2回を開催

、

1



分

い

(参考3）保証料の水準

無利子奨学金：年0.589％（2016年度以前採用者：年0.693％）

有利子奨学金：年0.693％

※貸与月額54千円（×48か月）の場合（無利子）

貸与総額2,592千円の返還完了までの残額に対する保証

貸与月額から1,928円（×48か月＝92,544円）を差し引いて徴収。

4）新規採用者における人的保証・機関保証の選択状況垂
看(参

r、

【挫淵高等教弱学生.留軸課長鯛疏(肉親) ｜値勘■■■(携帯I

0

2

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度

人的保証

56．，0％

58． 7％

56． 5妬

53． 7％

52． 0％

機関保証

44． 0％

41． 3％

43‘

46

48＄ 0％

’ 5％

、 3％



、

厨藪肩蓼署刀
平成31年4月10日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏(社民）
19．4． 10

(答）

1‘奨学金事業は、 となることから、返巨”】l厚

還できる方からはしっかりと返還してもらうことが重臺です。
〆ﾍ

（

2．－方、卒業後､｡厳しい経済状況に置かれ、奨学金の返還が困難

な方に対しては､ きめ細かい対応が必要と考えており、様々な救

済措置を講じてきたところです。

2014年度から、年獅剖限をS.返還期限猶予制度については、

とする制度改正を行いました。
坐

ｵ龍疋
●

4．御指摘の獲至遡固辺重進ゑ延匙型逗1主、奨学金事業が返違
健全性を 屋立ゑ事■■ 華〃、ﾂ】 0】1時 、

運皇血壁逮L上上と考えています。そのため、制度の趣旨を御理
解いただき、減額返還制度を利用するなどして、少しずつでも返

Ｉ

》

一
・一

．すまい思と－
５

、たま

e.いずれにしても、文部科学省としては、現行の制度を着実に実

施することにより、奨学金の返還負担の軽減に努めていきたいと

考えています。

【担豐課長】高等教育局学生.留学生課長塩崎正晴(内綴)■■(直通)-{携帯)■■■
愚

1

月I

睦
．

ヘマ一



●

舎

(答）

2019年4月以降において、返還期限猶予を申請した場合に、甲

エL，ロ'百剛霊の 1午項籠

と日本学生支援機

構から聞いています。
1

(~1
(参考1）”17年度末返還状況

P

＝

、
ｂ
Ｏ
ｕ
ｇ
Ｆ
びく

一般猶予：経済困難・失業等、生活保護､､災害、病気、入学準備、育児休暇等、猶予年限特例

＄

2

更問1 2019年に返還期限猶予の10年の期限がくるケ
－スがあると思うが、状況を把握しているか。

要返還債権
うち一般猶予中

第一種

債権数

金額

1,640千件

19,298億円

39千件

622億円

1

1

第二種

債権数

金額

2,885千件

51,201億円

巳 ①

77千件

2j007億円
G Q

計

償権数

金額

4,526,千件

70,498億円

117千件
● 一

2,629億円



19．4． 10b

(参考2）一般猶予.(経済困難･失業中等)利用年数別返還債権数(2017年度末）

（単位：件、億円）、

※一般猶予11万7千件には、98,922件に加えて、生活保護などの猶予年限の上限がない

債権を含む

J

【担当課長】高等教育局学生.留学生課長塩崎正晴(内綴)■■ ■■■■■I■■■ (携帯）(直通）

〃

廩固画］

,
一

､－－

'

3

1年以

下

超
以
年
年
１
２

下

超
以
年
年
２
３

下

超
以
年
年
３
４

下

超
以
年
年
４
５

下

超
以
年
年
５
６

下

超
以
年
年
６
７

下

超
以
年
年
７
８

下

超
以
年
年
８
９

下

9年超

10年

以下

計

件数 28,873 19,871 13,500 10,608 8,322 6,603 4,952 3,517 2,296
■
色

'･380 98,922

債権額 693 466 321 249 192 151 108 74 46 6 2,305



召

ぐ

更問2貸与型奨学金の延滞金の賦課率を更に下げるべきと

考えるが､文部科学省の見解如何。 '9'4｡ '0 r''1"13
(答）

1． 日本学生支援機構奨学金の遅延損害金（延滞金）に係る賦課率

延滞の抑制を目的として、従前は10%と設定してについては、
ー

いたところですが、遅延損害金としては高すぎるのではないかと
－『

2014年度に、民法における法定利
一一一一一のご意見等もあった中で、

行っているところです。う引き下げを率である5％に合わせるよ

｢~､）従前の対応なども考濾しつつ、奨学金の2．文部科学省としては、
一

遅延損害金に係る賦課率の取扱いについて竺関係機関とも調整し

と考えております。ながら検討を進めてまいりたい

＜参考＞

【改正前】

（法定利率）

第404条利息を生ずべき債権について別段の窓思表示がないときは､その利率は.年五分とする。

【改正後】

＜公布日：平成29年6月2日（法律第44号） 、施行日：平成32年4月1日＞

（法定利率）

第404条利息を生ずぺき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生

じた最初の時点における法定利率による。

2法定利率は、年三パーセントとする。

○

【担当課長】高等教育局学生,留学生課長塩崎正晴(内線)■■■(直通） | (樵園 i ］
|更問あり’

１

4



①

更問s平成29年度から開始された所得連動返還型奨学金

制度について、既卒者にも適用すべきと考えるが、文部科

学省の見解如何。 19.4. 10毒1墹陰
(答）

1．既に奨学金の返還を開始している方に対する負担軽減策として
は、所得連動返還型制度創設時の有識者会議での議論において、

仮に、既卒者に所得連動返還型制度を導入した場合、

農全体の返還金総額が大①毎月の返還額が下がることにより

(有識者会議においては6

OO～700億円減と試算）

②返還が長期にわたるため、ム的保証の場合には機関保証に移行

する必要があり、そのための保証料を一括で支払っていただく
必要があること

〆

（

③制度の移

といった課題が指摘されたことを踏まえ、減額返還制度の拡充に

より対応を図っているところです。

(参考）減額返還制度

経済的理由により返還が困難になっている者のうち、毎月の返還額を減額すれば返還可能となる

者について、一定期間、当初割賦金額を2分の1あるいは3分の1に減額する制度。 （3分の1は

平成29年度から追加。 ）

1

～

2具体的には、平成29年度の所得連動返還型制度の導入に併せ

て、減額返還についても、本人の収入額が一定以下の場合、返還

月額を定額で返還する場合の2分の1にする減額に加え､8分の

を行うとともに、適用期

し、制度の充実を図っているとこ

ろです。 、

医重室函
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●

3．また、さらに収入が低い場合には、返還を猶予する制度も導入

しており、文部科学省としては、これらの制度を着実に実施する

ことにより、既卒者も含めた奨学金の返還負担の軽減に努めてい

きたいと考えております。
19．4． 10

呪

(参考）返還期限猶予制度

卒業後の本人の年収が300万円以下の場合等に､申請により返還の期限を､原則10年を限度に

猶予する制度。

(参考）返還困難時の救済措置の適用関係

r,減額返還。返還猶予所得連動

’’ 既返還開始者新規貸与者既返還開始者新規貸与者
■ ■

○○無利子 ×

’｜
I

○
有利子 ’

××

1

| (携帯)’ '○【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線） （直通) ’

～

一
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